
裏面に続きます

R041001ハローワーク品川

転籍と同時に育児休業から復職した場合（雇用保険喪失･取得手続を伴うもの）

育児休業期間中に１日の空白もなく転籍（転職）し、転籍と同時に復帰された場合は、復帰の前日
（退職日）までの給付金が受けられます。

〈 手続きの流れ 〉

① 転籍前事業所の喪失手続き

② 転籍後事業所の取得手続き

③ 上記①②終了後、下記必要書類を(転籍前の)管轄ハローワークに提出（転籍前事業主が行う）

〈 必要書類 〉

・ 育児休業給付支給申請書
→ 支給申請書裏面の事業所名・事業主氏名は、転籍前の事業主の証明

・ 申請期間分の賃金台帳、出勤簿 (写し) ※ 照合省略事業所の場合は不要

・ 転籍先での復職が確認できるもの（出勤簿・タイムカード写し）
→ 転籍後の事業所名・本人氏名が記載されているものが必要です。記載がない場合は追記してください。

令和４年10月～

育児休業期間中 に 転籍(転職) があった場合の手続きについて

← 職場復帰年月日は転籍先の取得年月日を記入

子の生年月日：令和３年１２月１日

育 児 休 業 中 ：就労・賃金なし

１１月１日付で転籍と同時に職場復帰

〈 記入例 〉

5 0 4 0 9 2 7 1 0  2 6 0         0 0

5 0 4 1 0 2 7 1 0  3 1    0         0 0

5 0 4 1 1 0 1

11/1付 関連会社へ転籍

支給申請を先にするのはNG！！

喪失･取得手続きが先！！

※  誤申請の場合、給付金を 全額回収 する場合があります

← 支給単位期間の途中で支給終了になる場合は、その理由を記入



R041001

転籍後も引き続き育児休業を取得する場合（雇用保険喪失･取得手続を伴うもの）

育児休業期間中(支給単位期間の途中)に１日の空白もなく転籍（転職）し、引き続き育児休業
を取得する場合の取り扱いが下記のとおり変更となりました。

○ 令和４年９月までは
転籍前、転籍後の確認書類を合わせて、転籍後の管轄ハローワークで手続き

○ 令和４年１０月からは
転籍前、転籍後、それぞれの管轄ハローワークで手続き

〈 手続きの流れ 〉

① 転籍前事業所の喪失手続き

② 転籍後事業所の取得手続き

③ 転籍前事業所の喪失日までの支給申請（転籍前事業主が管轄ハローワークに提出）

④ 転籍後事業所の取得日以降の支給申請
→ 下記「記入例」と「☆POINT」参照

〈 必要書類 〉

○ 転籍前事業所

・ 育児休業給付支給申請書（継続）

・ 申請期間分の賃金台帳、出勤簿 (写し) ※ 照合省略事業所の場合は不要

○ 転籍後事業所

・育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書

・転籍日（取得日）以降、育児休業を取得していることの確認書類（育児休業申出書や雇用契約書等）

・申請期間分の賃金台帳、出勤簿 (写し) ※ 照合省略事業所の場合は不要

その他、ご不明な点はハローワーク品川 雇用継続課 までお問合せください

← 資格取得日を記入

5 0 4 1 2 0 1     1  2 3  1     0          0              0

支給申請を先にするのはNG！！

喪失･取得手続きが先！！

※  誤申請の場合、給付金を 全額回収 する場合があります

＊ 転籍前の支給単位期間を引き継ぎません！！

＊ 支給単位期間は取得日からの１ヶ月区切りにかわります！！

＊ 転籍後の育児休業は分割取得の２回目としてカウントされます！！

＊ 育児休業延長後に転籍する場合、給付金は離職日で支給終了です！！

１０月以降の転籍の取り扱いPOINT

子の生年月日：令和４年７月１日

育 児 休 業 中 ：就労・賃金なし

１１月１日付で転籍し、転籍後も育児休業を取得

↑ 資格取得日からの１ヶ月区切りで記入（１ヶ月ごとの申請も可）

← 「１を記入1

5 0 4 1 1 0 1

5 0 4 1 1 0 1     1  1 3  0     0          0              0

← 資格取得日を記入

5 0 4 1 2 0 1     1  2 3  1     0          0              0

↑ 転籍後の１回目は初回様式で申請！
（休業開始時賃金月額証明書は不要）

〈 記入例 〉

※１歳から１歳半、１歳半から２歳までの間で

資格喪失・取得を伴う手続きをすると、

取得日以降(転籍後)の
給付金が受給できなくなります
ご不明な点は管轄のハローワークへお問い合わせください

※


